
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1月のお知らせ 

こんにちは！横浜東部就労支援センターです！登録者のみなさまにセンターからのお知らせをお伝えします。 

ほっとフライデー 
（要予約） 

 

1月 20日(金) 
17時から 19時 

 
 
 
 

 

 

 

 

ほっとフライデーとは 
 
就労中の登録者対象の夜
間相談です。毎月第 3 金
曜日の午後 5 時から 7 時
まで、予約制で実施しま
す。 
 
☆相談を希望される方は
事前に担当者までご連絡
ください。 
 

☆2023 年の確定申告について 

申告期間は、2023 年 2 月 16 日(木)〜3 月 15 日(水)です。 

確定申告するには、確定申告書に必要事項を記載し、税務署に提出する必要

があります。税務署に直接持参する以外に、郵送や電子申告、さらには税務

署の時間外収集箱へ投函などの方法で提出することも可能です。 

確定申告書の書式は税務署でもらえるほか、インターネットからもダウンロ

ード・印刷が可能です。 

会社で年末調整ができなかった方や医療費控除の還付申告がある方は、忘れ

ずに手続きしてくださいね。 

 

 

 

 

横浜東部就労支援センター 

〒221-0045 

横浜市神奈川区神奈川 2-14-17       

加瀬ビル 3 階 301 号室 

TEL:045-450-5181 FAX:045-450-5185 

センター開所時間 

午前 8時 45分～午後 5時 15分 

（土、日、祝祭日休） 

 

 

～来所される方へのお願い～ 

コロナ対策のため、以下の対応をお願いします。 

・マスクを着用しての面談  

・来所時に検温と手指アルコール消毒の実施 

※37.5℃以上の場合は,面談は延期とします。 

・相談は時間短縮で対応させていただきます。 

 

年は明けましたが、昨年の振り返りも大切ですね(*^-^*)      

そこで、センター職員に昨年の漢字を聞いてみました！ 

「安」 安全・安心な暮らしがいかに大切か、身に沁みました（K.H） 

「磨」 ついにアラフィフ？！第２の人生を見据えて自分磨きを始めました（M.Y） 

「学」 新たな資格を取得し、何歳になっても学ぶことは大切だと実感しました（H.H） 

「穏」 世の中は激動でしたが個人的には穏やかに過ごせた 1年でした（M.S） 

「激」 コロナの波にのまれつつも、我慢していた旅行等を楽しめ、激動の 1年でした！（N.C） 

「新」 新しい趣味を始めたので、充実した一年でした（Y.S） 

〇オミクロン株対応ワクチンの接種について 

・現在１・２回目の接種を終えた１２歳以上のすべての方が対象です。 

・前回の接種から３か月以上の間隔をあけていれば接種可能です。 

・従来株のワクチンと比較してオミクロン株に対する重症化・ 

感染・発症予防効果がそれぞれ強いことが期待されています。 

あけましておめでとうございます。 

今年もよろしくお願いいたします。 

 

《勤続５年表彰実績》１２月 ３名 

 

 

 

 

 

↑当センターで表彰状を受け取る皆さん 


